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各種財産の共同相続と相続法の改正について 

 

最新の判例において、委託者指図型投資信託受益権

や個人向け国債が共同相続された場合、相続開始と同

時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判

断されたことを皮切りに（最判平成 26 年 2 月 25 日

民集 68 巻 2 号 173 頁）、各種財産の共同相続にお

いて相続人が取得する権利等の帰趨につき注目がなさ

れています。他方、裁判例によれば各種財産の性質に

よって結論等が異なっており、判例法理は複雑なもの

ともいえます。 

そこで、本稿では、共同相続された場合の帰趨につ

き財産の種類ごとに分類して説明するとともに、現在、

法制審議会民法（相続関係）部会で議論されている相

続法の改正内容も踏まえて、金融機関や株式等発行会

社など関係当事者に求められる対応についてわかりや

すく解説します。 

 

１ はじめに～共同相続の原則 

 民法 898 条は「相続人が数人あるときは、相続財

産は、その共有に属する」と定めており、かつ、同法

899 条は、「各共同相続人は、その相続分に応じて

被相続人の権利義務を承継する」と定めています。こ

の点、相続財産の「共有」とは、民法 249 条以下に

規定する「共有」とその性質を異にするものでないと

解されているところ（最判昭和 30 年 5 月 31 日民集

9 巻 6 号 793 頁）、まず、最判昭和 29 年 4 月 8 日

民集 8 巻 4 号 819 頁は、相続財産中の可分債権は法

律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応

じて権利を承継すると判断しています。そのため、可

分債権であれば、遺産分割の対象とならず、相続開始

と同時に当然に相続分に応じて分割して承継されるこ

とになりますが、その他の財産権の中には、相続によ

って当然に分割されないもの（共有となるもの）も存

在します。 

そこで、どのような財産が「当然に分割される財

産」に該当するのかが問題となります。 

  

２ 各種財産と共同相続 

（１）預貯金 

ⅰ 普通預金・通常貯金 

 まず、上述のとおり、前掲最判昭和 29 年 4 月 8

日は、相続財産中の可分債権は当然に分割され、各

共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると

しています。 

 そして、普通預金・通常貯金は、金融機関に対す

る可分債権と評価できるため、原則として、共同相

続人に分割承継され、各相続人は自己の法定相続分

に応じて普通預金・通常貯金の払戻しが受けられる

ということになります i。もっとも、金融機関は、

後日、相続人間のトラブルに巻き込まれないように

するため、まずは被相続人が亡くなった場合、被相

続人名義の預貯金口座を凍結し、各相続人が自由に

普通預金や通常貯金を引き出せないようにしている

例が多く、実務上は、普通預金・通常貯金につき、

相続分に応じて当然に分割されないと考えた場合に

近い運用がなされているともいえます ii・ iii。とはい

え、このような実務上の運用は上記判例に必ずしも

従ったものではなく、相続人が自己の法定相続分に

相当する普通預金・通常貯金の払戻しを求めた場合

に、金融機関がこれに応じなければ債務不履行や不

法行為と評価されうることには留意が必要です iv。 

 ところで、最判平成 4 年 4 月 10 日家月 44 巻 8

号 16 頁は、被相続人から相続した現金は共同相続

人の共有になるものの、相続分に応じて当然に分割

されるものではないとしています。では、被相続人

A の現金を管理している相続人 B が、相続開始後

に当該現金を「A 遺産管理人 B」名義で金融機関に

普通預金口座を開設して預金した場合、当該預金債

権は相続人にどのように帰属するのでしょうか。現
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金は相続開始時に相続分に応じて当然に分割される

ものではない一方で、普通預金・通常貯金は相続開

始時に当然に相続分に応じて分割される性質のもの

であると解されているため、当該預金債権も相続分

に応じて当然に分割されることになるようにも考え

られますが、現金を銀行に預け入れることによって、

その性質が変容すると捉えるべきではないとして、

相続した現金を普通預金口座に預け入れた場合であ

っても、当然に相続分に応じて分割されることには

ならないと解されていますv。したがって、金融機

関としては、通常の普通預金・通常貯金の場合との

差異に留意して対応する必要があるといえるでしょ

う。 

ⅱ 定期預金 

次に、定期預金について検討するに、定期預金は

その払戻しを受けるにあたって「解約」が必要にな

るところ、民法 544 条 1 項は「当事者の一方が数

人ある場合には、契約の解除は、その全員から又は

全員に対してのみ、することができる」と規定して

いることから（解除権不可分の原則）、定期預金の

払戻しは、共同相続人全員によって行う必要がある

ようにも考えられます。 

 しかしながら、山口地下関支判平成 22 年 3 月

11 日判タ 1333 号 193 頁は、定期預金については

解除不可分の原則の適用を欠くとして、相続人が 1

人で解約権を行使することも可能であると判断して

います。解除権不可分の原則の趣旨は、「もし、一

方当事者が複数人である場合、各別的に解除を認め

ると、該当者については、遡及的に契約が消滅し、

他の者については、契約が依然存続することとなり、

これは法律関係を複雑化させ、実際上不便であると

いう点にある」ところ、「預金債権も可分債権であ

り、定期預金債権も同様である」から、「相続と同

時に分割されるものである以上、その分割された定

期預金について、その相続人が解約権を行使するの

であれば、その分割された定期預金は解約されるの

であり、解約権を行使しない相続人が取得する定期

預金については解約されないのであり、そうであれ

ば、何ら、法律関係は複雑化しない」と判示してい

ます。 

 地裁判決ではありますが、この裁判例によれば、

相続人が自己の相続分に相当する定期預金の払戻し

を求めた場合には、普通預貯金と同様、金融機関と

しては、法定相続分に相当する金額の払戻しも視野

に入れて対応するべきということになります。 

ⅲ 定額郵便貯金 

他方で、旧郵便貯金法上の「定額郵便貯金」債権

については、同法上、一定の据置期間中は分割払戻

しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入する

ものと定められており（同法 7 条 1 項 3 号）、預

入金額も一定の金額に限定されていることから（同

条 2 項、旧郵便貯金規則 83 条の 11）、同法は同

債権の分割を許容するものでないとして、相続開始

と同時に相続分に応じて当然に分割されるものでは

ないと解されていました（最判平成 22 年 10 月 8

日民集 64 巻 7 号 1719 頁）vi。そこで、相続人が

自己の相続分に相当する「定額郵便貯金」の払戻し

を求めてきたとしても、郵便局としては、それを拒

むことができました。 

 では、現行のゆうちょ銀行における「定額貯金」

も同様と解してよいのでしょうか。この点、ゆうち

ょ銀行における「定額貯金」は、据置期間の 6 か

月を経過すれば、いつでも預入時の口数単位で払い

戻すことができるとされており、「定額郵便貯金」

とは条件が異なるため、前掲最判平成 22 年 10 月

8 日の法理をそのまま当てはめることはできないと

もいえそうです。他方で、「定額貯金」の払戻しも

口数単位に限定されているということから、1 単位

未満の権利行使が認められていないことを理由に個

人向け国債は相続開始と同時に相続分に応じて当然

に分割されるものではないと判断した後掲最判平成

26 年 2 月 25 日と同様、相続開始と同時に相続分

に応じて当然に分割されることはないとも考えられ
vii、解釈に争いがあることから、今後の議論の集積

が俟たれます。 

（２）株式 

ⅰ 共同相続の場合 

 次に、株式について検討します。株式とは、株主

たる地位において会社に対して有する法律上の地位

をいうところ、株主は、会社に対して、剰余金の配

当を受ける権利（会社法 105 条 1 項 1 号）、残余

財産の分配を受ける権利（同項 2 号）などのいわ

ゆる自益権と、株主総会における議決権（同項 3

号）などのいわゆる共益権を有する法律上の地位で

あると解されています（最判昭和 45 年 7 月 15 日

民集 24 巻 7 号 80 頁）。そして、最判昭和 45 年 1

月 22 日民集 24 巻 1 号 1 頁は、株式の共同相続に

おいて、株式に含まれる権利の内容及び性質に照ら

し、相続開始と同時に相続分に応じて分割されるも

のではないと判示しています。 

 これら判例法理は、株式会社は勿論のこと、株式

会社から委託を受けた株主名簿管理人たる信託銀行

や証券代行会社も前提知識として理解しておくべき

でしょう。 

ⅱ 議決権行使の方法（会社法 106 条本文） 
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 では、共同相続後であって遺産分割前に、当該株

式の発行会社である株式会社において株主総会が開

催された場合、相続人が株主総会で議決権を行使す

るためにどのような手続をとる必要があるのでしょ

うか。 

この点、会社法 106 条本文は「株式が二以上の

者の共有に属するときは、共有者は、当該株式につ

いての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対

し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該

株式についての権利を行使することができない」と

定めています。そのため、共同相続人としては、当

該株式について権利を行使する相続人を 1 人定め、

株式会社に、その者の氏名又は名称を通知する必要

があります。 

ⅲ 会社法 106 条但書について 

 ところで、会社法 106 条ただし書は、「ただし、

株式会社が当該権利を行使することに同意した場合

は、この限りでない」と定めています。本ただし書

を文言通りに読むと、当該株式について権利を行使

する者を共同相続人間で定めていない場合でも、株

式会社が、特定の相続人が当該株式に基づき権利を

行使することに同意すれば、当該特定の相続人によ

る権利行使が適法と認められるようにも考えられま

す。しかしながら、この点につき、最判平成 27 年

2 月 19 日金法 1467 号 10 頁は「共有に属する株

式について会社法 106 条本文の規定に基づく指定

及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行

使された場合において、当該権利の行使が民法の共

有に関する規定に従ったものでないときは、株式会

社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使

は、適法となるものではない」と判断しました。す

なわち、会社法 106 条ただし書に規定された株式

会社の同意は、民法の共有に関する規定に従った権

利行使がなされることを前提に機能するということ

を判示したのです。 

 では、民法の共有に関する規定に従って権利を行

使するためには、どのような手続を経る必要がある

のでしょうか。この点、前掲最判平成 27 年 2 月

19 日は、続けて「共有に属する株式についての議

決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株

式を処分し、又は株式の内容を変更することになる

など特段の事情のない限りviii、株式の管理に関する

行為として、民法 252 条本文により、各共有者の

持分の価格に従い、その過半数で決せられる」とし

ています。すなわち、議決権の行使は、原則として

共有物の「管理」行為であり、各共同相続人の持分

の価格に従い、その過半数で決する必要があるとい

うことになります ix。これに対し、「議決権の行使

をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変

更することになるなど特段の事情」がある場合には、

共有物の「変更」行為に該当し、その議決権行使に

は全共同相続人の同意が必要となります。 

 したがって、株式の共同相続人や株主総会を主催

する株式会社としては、前掲最判平成 27 年 2 月

19 日を理解し、議案によって共同相続人の議決権

行使の方法が異なる場合があることを把握しておく

必要があるといえるでしょう。 

（３）個人向け国債 

 国債は、国が発行する債券であり、個人向け国債

は、当該個人の国に対する金銭債権と評価できます。

そうだとすれば、可分債権に関する前掲最判昭和

29 年 4 月 8 日からして、相続分に応じて当然に分

割されることになりそうです。 

 しかし、最判平成 26 年 2 月 25 日民集 68 巻 2

号 173 頁は、「個人向け国債の額面金額の最低額

は 1 万円とされ、その権利の帰属を定めることと

なる社債、株式等の振替に関する法律の規定による

振替口座簿の記載又は記録は、上記最低額の整数倍

の金額によるものとされており（個人向け国債の発

行等に関する省令 3 条）、取扱機関の買取りによ

り行われる個人向け国債の中途換金（同令 6 条）

も、上記金額を基準として行われるものと解される。

そうすると、個人向け国債は、法令上、一定額をも

って権利の単位が定められ、1 単位未満での権利行

使が予定されていないものというべきであり、この

ような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、相

続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ

とはない」としました。このように、国債は制度上

1 単位未満の権利行使が予定されていないというこ

とを理由に、当然分割を否定したのです。 

そのため、金融機関としては、遺産分割前に、相

続人の 1 人が、国債を相続したとして、相続分に

応じた利子の支払を求めたり、中途換金を求めたり

したとしても、これに応じることはできないという

結論になります。 

（４）社債 

 それでは、社債はどうでしょうか。社債も、会社

に対する金銭債権であるため、相続開始と同時に、

相続分に応じて当然に分割されるようにも思えます。 

 しかしながら、社債は、純粋な金銭債権ではなく、

社債権者集会が組織され（会社法 715 条）、社債

権者はそこで議決権を有します（同法 723 条）。

このような社債の性質は、自益権と共益権の側面を

有する株式に近いとも評価できます。したがって、

相続開始と同時に、相続分に応じて当然に分割され

るものではないと考えられています。 
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 なお、社債にも、株式に関する会社法 106 条に

類似する規定があります（会社法 686 条）。その

ため、社債を共有する者の権利行使についても、前

掲平成 27 年 2 月 19 日の考え方が妥当するのでは

ないかと考えられます。そこで、社債管理者たる銀

行、信託銀行等（会社法 703 条）としては、以上

の法理について十分理解しておく必要があるといえ

ます。 

（５）投資信託受益権 

ⅰ 委託者指図型投資信託受益権 

 前掲最判平成 26 年 2 月 25 日は、委託者指図型

投資信託受益権に関し、「この投資信託受益権は、

口数を単位とするものであって、その内容として、

法令上、償還金請求権及び収益分配請求権（投資信

託及び投資法人に関する法律 6 条 3 項）という金

銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の

閲覧又は謄写の請求権（同法 15 条 2 項）等の委託

者に対する監督的機能を有する権利が規定されてお

り、可分給付を目的とする権利でないものが含まれ

ている。このような上記投資信託受益権に含まれる

権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された上

記等信託受益権は、相続開始と同時に当然に相続分

に応じて分割されることはない」としています。し

たがって、委託者指図型投資信託は、相続開始と同

時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、

遺産分割の対象になることとなります。 

 そして、これを前提として、共同相続された委託

者指図型投資信託受益権の権利行使につき検討する

に、相続開始後に委託者指図型投資信託受益権から

発生した元本償還金や収益分配金が被相続人名義の

口座に振り込まれた場合、それは可分債権となり、

当然に分割されるようにも考えられます。しかし、

最判平成 26 年 12 月 12 日判時 2251 号 35 頁によ

れば、「元本償還金又は収益分配金の交付を受ける

権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、

共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元

本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金と

して上記受益権の販売会社における被相続人名義の

口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求

める債権は当然に相続分に応じて分割されることは

なく、共同相続人の 1 人は、上記販売会社に対し、

自己の相続分に相当する金員の支払を請求すること

ができないというべきである」と判示しています。

つまり、委託者指図型投資信託受益権が金銭債権に

形を変えたとしても、なお相続開始時に相続分に応

じて当然分割されるものではないという性質は残る

こととなり、遺産分割前に、相続人単独による権利

行使は認められないこととなりますx。 

ⅱ 委託者非指図型投資信託受益権 

 では、委託者非指図型投資信託受益権の場合はど

うでしょうか。前掲最判平成 26 年 2 月 25 日は、

この点については触れていません。 

 この点、前掲最判平成 26 年 2 月 25 日において

指摘されている、投信法 6 条 3 項、15 条 2 項は、

委託者非指図型投資信託受益権には準用されていま

せん（投信法 54 条 1 項参照）。そのため、委託者

非指図型投資信託受益権が、共同相続の場合にどの

ように扱われるかについて、一概には判断し難いと

ころですが、口数を単位とするものであれば、共同

相続の場合に、相続開始と同時に当然に相続分に応

じて分割されることはないと解される可能性は高く

なるものと考えられます。 

ⅲ 外国投資信託受益権 

 同じく前掲最判平成 26 年 2 月 25 日は、「外国

投資信託は、外国において外国の法令に基づいて設

定された信託で、投資信託に類するものであり（投

資信託及び投資法人に関する法律 2 条 22 項）、上

記投資信託受益権の内容は、必ずしも明らかではな

い。しかし、外国投資信託が同法に基づき設定され

る投資信託に類するものであることからすれば、上

記投資信託受益権についても、委託者指図型投資信

託に係る信託契約に基づく受益権と同様、相続開始

と同時に当然に相続分に応じて分割されることはな

いものとする余地が十分にある」としています。 

そのため、共同相続の場面において、外国投資信

託がどのように扱われるのかについては、当該外国

投資信託の具体的な性質によって異なるものと考え

られます。 

ⅳ 小括 

 委託者指図型投資信託に関する前掲最判平成 26

年 2 月 25 日の判示からして、相続開始と同時に相

続分に応じて当然分割されるものではないという性

質は、投資信託一般に通じるものではないといえま

す。そのため、投資信託を取り扱う金融機関として

は、当該投資信託受益権者に認められる権利の内

容・性質や、投資信託受益権の最小単位に着目し、

共同相続の場合に、具体的にどのように扱われるか

について検討しておく必要があるものと思われます
xi。もっとも、とりあえずは、投資信託受益権者に

つき共同相続が生じた場合において、遺産分割前に、

各相続人が単独で元本償還請求権や収益配当請求権

を行使することはできない旨を金融機関において定

めておくことが考えられますxii。 

 

３ 最後に 
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 以上、各種財産が共同相続された場合の帰結につい

て検討をしてきました。 

 お気づきのとおり、相続開始と同時に相続分に応じ

て当然に分割承継されるのは普通預金・通常貯金くら

いであって、むしろ遺産分割の対象とならないことに

は批判がされてきたところでした。そこで、平成 27

年 4 月 21 日から開催された法制審議会民法（相続関

係）部会では、預貯金等の可分債権の取扱いにつき見

直しが検討されています。具体的には、現在、甲案、

乙案が提案されており、いずれも可分債権を遺産分割

の対象に含め、法定相続分を超える割合の可分債権を

取得したときには第三者対抗要件を取得せねばこれを

対抗できないとしつつ、①遺産分割前であっても単独

で法定相続分に応じて承継した債権につき行使できる

としながら具体的相続分の算定と分配において当該行

使によって弁済を受けた額を調整するという案（甲

案）と、②相続人全員の同意がある場合を除き可分債

権を行使することはできないとする案（乙案）が検討

されておりxiii、今後の審議の経緯が注目されるところ

です。 

 いずれにしても相続は、身近に起こり得るものであ

り、各財産がどのように相続人に承継されるかについ

ては、理解して対応することが必要です。 

以 上 

                                                           
i  なお、相続開始後に付された預金利息については、当然に相続

分に応じて承継した預金債権につき発生するものであって、遺産と

は別個の財産というべきであり、各共同相続人がその相続分に応じ

て分割単独債権として取得することになるものと考えられます（最

判平成 17 年 9 月 8 日民集 59 巻 7 号 1931 頁参照）。 
ii  例えば、①遺言がある場合、②遺産分割協議の対象とされる場

合、③具体的相続分（特別受益・寄与分）主張がある場合、④死亡

後の入出金がある場合、⑤預金債権の相続財産への帰属が争われる

場合など、法定相続分に従って払戻しを行うと、金融機関は後日に

二重払いリスクを負うことになるため、金融機関が①から⑤につき

善意無過失であって準占有者弁済の規定（民法 478 条）によって

免責されると判断できない場合には、相続人全員の署名押印を求め

る実務慣行があると指摘されています（法制審議会（相続関係）・

浅田隆委員「預金債権の可分性の見直しに関する銀行実務の観点か

らの検討」）。 
iii  金融機関としては、相続人間のトラブルに巻き込まれないよう

にするため、弁済供託をすることができないかということが問題と

なりますが、相続人の持分が不明であることを理由に、債権者不確

知による弁済供託をすることはできないとされています（昭和 47

年度全国会同決議 6 問『供託関係先例集⑸』244 頁）。 
iv  共同相続人の 1 人が、一定の根拠を示して預金の払戻しを請求

した場合には、金融機関としてはその者の法定相続分の払戻しに応

じるべきとした裁判例があります（東京地判平成 8 年 2 月 23 日金

法 1445 号 60 頁）。また、預金を遺産分割の対象から除外すると

の審判に基づき遺産分割がなされたときに、当該除外された預金に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
つき、相続人の 1 人による普通預金の払戻請求に金融機関が拒絶

をしたことに不法行為が成立するとした裁判例もあります（大阪

高裁平成 26 年 3 月 20 日金融商事判例 1472 号 22 頁）。 
v  本文記載の事例は、前掲最判平成 4 年 4 月 10 日の事案になり

ます。原審である東京高判昭和 63 年 12 月 21 日判タ 705 号 254

頁は、C1 らは「本件現金（たとえ、相続開始後現金が金融機関に

預けられ預金化されても、相続開始時にさかのぼって金銭債権とな

るものではない。）に関し、法定相続分に応じた金員の引渡しを求

めることはできない。」としています（※下線は筆者によるも

の。）。 
vi  郵便貯金法は現在廃止されていますが（郵政民営化法等の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」といいま

す。）2 条 1 号）、整備法の施行の際現に存する定額郵便貯金につ

いては、旧郵便貯金法上の規定が、一部を除き、なおその効力を有

するとされています（整備法附則 5 条 1 項 3 号）。それゆえ、相

続時における定額郵便貯金の取扱いについては、郵便貯金法の廃止

後も変わらないものと解されます。 
vii  平林美紀「共同相続された委託者指図型投資信託受益権及び個

人向け国債の当然分割（否定）」私法判例リマークス 50（2015<

上>）72 頁 
viii  「特段の事情」の具体的内容については、今後事例の集積が待

たれることとなります。とりあえずは、「議決権の行使をもって直

ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになる」かが、

一つの基準になると思われます（もっとも、保存行為に当たる場合

をあえて排除するものではありません。）。 
ix  前掲最判平成 27 年 2 月 19 日で議決権行使の対象となった議案

は、①取締役の選任、②代表取締役の選任、並びに③本人の所在地

を変更する旨の定款の変更及び本店の移転であり、これらが可決さ

れることにより直ちに株式が処分され、又はその内容が変更される

などの特段の事情は認められませんでした。 
x   かかる結論から、分配金や償還金が被相続人名義の口座に入金

された場合、可分債権となる普通預金部分とそうでない部分が生じ

ると評価できます。 
xi  この点、換価時期選択の自由が保障され、普通預金類似の機能

を持つような投資信託については、当然分割帰属が認められるべき

ではないかとする見解もあります（中田裕康「投資信託の共同相

続」現代民事判例研究会編『民事判例Ⅳ 2012 年後期』17～19

頁）。 
xii  勿論、相続開始と同時に、相続分に応じて当然分割されるよう

な性質の投資信託なのであれば、注ⅴからして、かかる定めを設け

ても、結局は、相続人による単独の権利行使が認められる可能性が

あります。もっとも、かかる定めを設けることにより、未然に紛争

の発生が抑制される可能性はあります。 
xiii  法制審議会民法（相続関係）部会第 9 回会議（平成 28 年 1 月 1

9 日）部会・資料 9（http://www.moj.go.jp/content/001172185.pd

f）。 
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